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第１章 計画の概要

１ 計画策定の背景と目的

亀岡市では平成31（2019）年3月に「亀岡市地域公共交通網形成計画」（以
降、前計画）を策定し、バス交通の維持及び利便性の向上、地域主体型交通
（交通空白地等地域生活交通事業）導入への支援制度の充実、市民ノーマイ
カーDayや市内小学校対象の交通環境学習等を通じて市民の地域公共交通
に対する気運醸成を行ってきました。
しかしながら、コロナ禍による利用者の減少、人口減少や少子高齢化の進展、
運転士不足や行政負担の増大等、様々な要因により、公共交通の維持や確保
が容易ではなくなっています。
これらの公共交通を取り巻く社会・経済・環境の変化を踏まえ、亀岡市では市
民、交通事業者、行政が協働して、まちの将来像の実現を支援するための公共
交通の維持・確保を目指し、郊外部を含む市内全域において需要と運行のバ
ランスがとれ、交通弱者に配慮した持続可能な地域公共交通サービスの提供
を目的とし、「亀岡市地域公共交通計画」を策定します。

２ 計画の位置付け ３ 計画策定の条件

亀岡市全域とします。なお、都市間の路線で
運行見直しや改善が必要の場合には、京都市
や南丹市との協議や調整を行います。

計画の区域

計画の期間

令和6（2024）年度から令和10（2028）年
度の5カ年とします。
ただし、施策や事業の進捗によっては、亀岡
市地域公共交通会議（法定協議会）で協議の
上、令和11（2029）年度以降も継続することに
します。

第２章 亀岡市における地域および公共交通の状況

第８章 計画の推進体制および評価・検証方法

それぞれの実施主体が担う役
割を明確にし、それらの役割や
各事業の進捗等を相互に確認し
ながら、持続可能な公共交通体
系の構築を目指します。

３ 計画を推進するための体制と役割分担

本計画の管理・実施・検証・評価等は、亀岡市
地域公共交通会議で行います。
計画全体を通じたPDCAサイクルに合わせて、
毎年継続的に行う施策・事業のモニタリングや
見直しを行う小さなPDCAサイクルを両輪で運
用することで、まちづくりと一体となった公共交
通ネットワークの実現に向けた柔軟な見直しを
行う体制を担保し、地域特性に対応した公共交
通サービスの提供を目指します。

４ 計画の評価・検証方法

本計画は、本市のまちづくり
の最上位計画で各種計画や
施策の基本となる、「第5次亀
岡市総合計画(令和3
（2021）年4月)」に基づき、そ
の他関連計画と整合を図り、
亀岡市が目指す都市像の実
現に向けて、地域公共交通の
マスタープランとして策定しま
す。

１ 地域や社会等の状況

２ 公共交通の状況 ３ 市民・利用者の利用実態およびニーズ（アンケート調査結果）

人口・世帯数の推移および将来予想

出典：国勢調査（平成2（1990）年～令和2（2020）年）
「日本の地域別将来推計人口」（令和5（2023）年推計）

出典：国勢調査（令和2（2020）年）、国土数値情報

本市の公共交通カバー圏域 3-1 市民の交通行動の特徴
○自動車を保有している人は、公共交通の利用頻度が低く、家族・友人を送迎する機会も

多い一方で、運転免許返納者など免許を保有していない人は、送迎や公共交通に頼らざ
るをえない状況が見受けられ、自動車保有の有無で公共交通の利用頻度が異なります。

3-2 バス、JR山陰本線、タクシーの利用状況
○公共交通の利用頻度が低いことから、利用促進とあわせて自家用車から公共交通へ移動

手段を転換させる「モーダルシフト」の促進や送迎を含む自家用車利用を減少させるた
め、特にJR駅までの公共交通の確保が求められます。

3-3 バスに対する意見およびバスサービスに対する意向
○「ダイヤ」に関する不満が多いこと、また今後もバスを利用し続けるために重要だと思

うサービスとして「運行本数、運行間隔」が最も多いこと等から、利便性の向上等の対
策が必要です。

3-4 公共交通の今後のあるべき姿
○公共交通維持のための一定の負担（現状の費用負担）が容認されていますが、地域公共

交通に対する交通事業者・行政・地域住民で協働・連携しつつ、利便性向上等の取り組
みとあわせて、持続可能な公共交通サービスの提供が必要です。
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第２章 亀岡市における地域および公共交通の状況

地域や社会等の状況

公共交通の状況

市民・利用者の利用実態およびニーズ
（アンケート調査結果）

第４章 前計画の評価と課題整理

【本市の地域公共交通を取り巻く環境】

・人口は約8.6万人で、平成12（2000）年をピー
クに減少し、令和27（2045）年には約6万人ま
で減少する見込み
・市内周辺部では高齢化率が40％を超える
地域が多い

人口減少・高齢化の進展

・土地区画整理事業などによる転入者増加や
住宅地域の変貌
・商業施設がJR駅周辺から国道9号沿いや郊外
に進展

住宅や商業施設の立地

・駅などへの交通手段が「自動車（自分で運転・
家族などが送迎）」が多く、公共交通への転換が
進んでいない
・交通弱者などには外出手段の制約が多く、今後
は運転免許証の自主返納の増加が見込まれる
・バス、タクシーの運転士不足と高齢化が深刻
・利用者の減少と人件費・物価高騰による行政負
担が増加

公共交通の状況

・市内小・中学校の統廃合によるスクール
バスの運行が見込まれる
・京都スタジアムや観光拠点による交流人口
の増加
・高齢者の外出促進が課題

他分野の状況（教育・観光・福祉）

【本市の地域公共交通の課題】

社会情勢の変化に対応した地域公共交通ネットワークの維持・確保

〇市民の移動実態やニーズの変化に対応するだけでなくまちづくりと
一体となった地域公共交通ネットワークの形成が必要

〇持続可能な運行の実現に向けて、利便性向上とあわせた運賃改定
（値上げ）が必要

〇ふるさとバスの運行は、路線を維持するための効率的な運行が必要

課題１

誰もが安心して利用できる移動手段の確保と持続可能な公共交通サービス

〇タクシー助成制度の見直しなど利用者の状況に応じた取組みが必要
〇交通事業者と行政の連携だけでなく、地域の輸送資源の総動員が必要
〇行政と交通事業者と連携した担い手確保や利用促進の取組みが必要

課題２

地域公共交通に対する交通事業者・行政・地域住民の協働と連携

〇多面的なモビリティマネジメントを通じて「過度なマイカー依存」
から「公共交通を意識的に活用する」ことを促す取組みが必要
〇地域住民が主体的に参画できる機会を創出し、「地域の交通は地域
が支える」という気運を醸成し、地域主体型交通に限らず公共交通
全般に関する理解と意識の向上を図るための仕掛けづくりが必要
〇導入を促進している地域主体型交通について、実施団体とコミュ
ニケーションを図り持続可能な事業となるよう、適宜支援制度の
見直しが必要

課題３

来訪者（観光客）の取込みによる賑わい創出と移動手段の確保

〇移動需要に対応した輸送について、道路交通渋滞の緩和を図るため
鉄道やバスによる来訪者の移動手段の確保が必要

〇観光拠点と連携したコンテンツの充実や二次交通の拡充を通じて市内
での回遊・滞在を拡大し、観光客の増加を地域の活性化や公共交通
の利用促進に繋げる取組みが必要

課題４

基本理念 地域と“ともに支える”持続可能な公共交通

基本方針①
市民の移動を“支える”地域公共交通の
ネットワーク維持・確保とサービスの向上

基本方針② 地域の協働と連携で“支え合う”仕組みづくり

基本方針③ 地域公共交通を“支える”人材育成と関心の喚起

基本方針④ 来訪者を“支える”地域公共交通の促進

第５章 基本理念および基本方針

第３章 上位計画・関連計画の整理

1-1. ふるさとバスの改善およびスクールバスの一般
混乗化、代替交通導入等による効率化

1-2. ふるさとバス、コミュニティバスの路線充実に
よるモーダルシフトと運賃改定

1-3. 京阪京都交通バス現行路線の維持・利便性向上
1-4. 地域間幹線（国庫補助路線）の利用促進・改善・

見直し
1-5. 市内地域公共交通の「リ・デザイン」（再構築）

の検討

2-1. 地域主体型交通の導入促進および支援制度の見直し
2-2. 路線バス各種割引の導入（高頻度利用者、低頻度・

新規利用者）
2-3. アダプト・寄附制度等を活用した公共交通環境の

向上
2-4. タクシー助成制度の継続・見直し

（福祉施策等で検討）

3-1. 地域公共交通を支える人材確保への支援
3-2.「市民ノーマイカーDay」の継続実施
3-3. 市内小学校対象の交通環境学習の継続実施
3-4. イベントや乗り方教室等の開催による魅力発信

4-1. 来訪者の増加に伴う輸送力の強化
4-2. バス・タクシーを活用した観光地周遊の促進

および企画乗車券の販売
4-3. 多言語による地域公共交通に関する情報発信

第７章 目標達成ための具体的な施策

第６章 本計画の目標

※1 公的資金が投入されているバス交通：ふるさとバス、コミュニティバス、京阪京都交通バスの八田線、神吉線、原・神吉線

本市が抱える地域公共交通の課題に対する本計画の基本理念及び
基本方針に基づき、本計画における目標を設定します。

上位計画で目指す都市像、地域公共交通を取り巻く環境・課題を踏まえ、本
計画の基本理念を定めます。行政、交通事業者、地域住民、本市への来訪者
で構成される「ひと」と、地域公共交通やまちで構成される「もの」を相互に“支
える”“支え合う”をキーワードに、基本方針を定めます。

本計画の目標を達成するために、基本方針を定め、各課題に対する施
策を次のように掲げ、順次取り組んでいきます

地域公共交通利用
者数の維持・確保

地域公共交通の利用者数
（1日あたり）

36,859人/日
（令和4年度）

37,800人/日
微増を目指す
（令和9年度）

バスの利用頻度
（アンケート調査）

25％
（令和5年度）

25％
（令和10年度）

自動車（自分で運転・
家族の送迎）の利用率
（アンケート調査）

58％
（令和5年度）

55％
（令和10年度）

＜目標１＞ ＜現況値＞ ＜目標値＞＜数値指標＞

公的資金が投入
されているバス交通
の事業効率の改善

（※1）

地域公共交通への
亀岡市公的資金投入額
（利用者1人あたり）

265円/人
（令和4年度）

265円/人
現状水準を維持
（令和9年度）

地域公共交通の
収支率

30％
（令和4年度）

30％
現状水準を維持
（令和9年度）

＜目標２＞ ＜現況値＞ ＜目標値＞＜数値指標＞
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